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市立小中学校における個人情報が含まれる書類の誤配付について（２件） 

 

 市立小中学校において、個人情報が含まれる書類を誤配付するという事案が発

生しましたので、下記の通りご報告します。 

 

記 

 
１ 市立高見小学校（千種区）で発生した事案 

 

（１）誤配付した書類 

児童１名分の心理検査結果報告書の一部（コピー） 

 

（２）当該文書に含まれる個人情報 

  児童の名前（苗字は含まれない）、心理検査総合所見のうち認知面及び習得面 

の特徴、支援の方針と内容 

 

（３）事案の概要 

  学級担任が個人個票の返却準備の際に、児童Ａの保護者が学校に提出した心理

検査結果報告書の一部（コピー）が、児童Ｂの個人個票の次に誤って綴じられて

いたため、担任は内容を十分に確認せず、児童Ｂの封筒に個人個票と当該文書を

入れた。 

  ４月８日（火） 児童Ｂに封筒を配付したところ、１３時過ぎに児童Ｂの保護 

者より連絡があり、誤配付が判明した。夕方、児童Ａの保護者 

に電話で説明し、謝罪。 

４月９日（水） 児童Ａの保護者に改めて、状況を説明し謝罪を行った。 



（４）再発防止策 

 ・ 個人情報の記載された書類を配付する際、複数人による内容確認を行うよう 

徹底する。 

 ・ 学校における個人情報の管理について、再度、学校内で周知徹底する。 

 

２ 市立猪子石中学校（名東区）で発生した事案 

 

（１）誤配付した書類 

  生徒２名分の生徒個票 

 

（２）当該文書に含まれる個人情報 

生徒の氏名・生年月日・性別・現住所、保護者の氏名・勤務先、家族の氏名・

続柄・在学中の兄弟姉妹の学年・組、緊急時における連絡先、自宅付近の略図 

  

（３）事案の概要 

 ４月７日（月） 生徒Ａと生徒Ｂの昨年度分の生徒個票を封筒に入れ間違えて 

いることに気付かず、担任が配付した。 

４月９日（水） 登校後すぐ、生徒Ａが誤配付について担任に報告し、続いて 

生徒Ｂも担任に報告したことで、両者の生徒個票が入れ違って 

いたことが判明した。夕方、両者の保護者に電話で報告し、謝 

罪を行った。 

 

（４）再発防止策 

・ 個人情報の記載された書類を配付する際、複数人による内容確認を行うよう 

徹底する。 

・ 学校における個人情報の管理について、再度、学校内で周知徹底する。 

 


